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新型コロナウイルス感染症対策のため高等学校における 

一斉臨時休業について（通知） 

このことについて，文部科学事務次官から別紙のとおり通知がありました。 

 ついては，当該通知を踏まえ，感染の流行を早期に終息させるため，集団によ

る感染拡大防止の観点から，次のとおり対応してください。 

なお，新型コロナウイルス感染症については，日々状況が変化しているため，

今後も必要に応じて追加的な措置を実施する場合があります。 

１ 令和２年３月２日（月）から各校が定める学年末休業日の開始日まで臨時休

業とする。臨時休業期間中は，感染の拡大を防止するための臨時休業の措置で

あるという趣旨を踏まえ次の点について留意すること。 

・生徒に対して，臨時休業期間中については，不要不急の外出を避け，基本

的に自宅で過ごすよう指導する。 

・進路指導等の必要に応じて，最小限の生徒との個別対応は可能とする。 

・臨時休業期間中の部活動は行わない。 

２ 令和２年度公立高等学校入学選抜については，当初の日程どおり実施する。

なお，各学校においては，対応可能な範囲でアルコール消毒液の設置など，感

染防止の措置を講じること。 

３ 卒業式，修了式については，県内で感染が発生するまでは予定どおり実施す

る。 

４ 臨時休業中の終業式は実施しない。 
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